
1 出願資格       女子で次のいずれかに該当する者女子で，出願時点において，次のいずれかに該当する者 2 出願期間 平成２３年４月４日（月）～ ４月９日（土）

【修士課程・博士前期課程】

①　大学を卒業した者 3 出願書類等 ①　検　定　料　（２０，０００円）      　　　＜新規出願者のみ＞

②　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第４項の規定により独立行政法人 ②　聴講生願書  　　　　　（本大学院所定用紙）

　大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者 ③　聴講希望理由書 　　　　　（本大学院所定用紙）

③　外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 ④　履　歴　書 　　　　　（本大学院所定用紙）

④　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより ⑤　最終学校の卒業証明書【修士・博士前期課程】　　         　＜新規出願者のみ＞

　当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 ⑤　最終学校の修了証明書【博士後期課程】　   　　　            ＜新規出願者のみ＞

⑤　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における ⑥　最終学校の成績証明書 ＜新規出願者のみ＞

　１６年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育 ⑦　健康診断書 （本大学院所定用紙）＜年度最初の出願時のみ＞

　制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの ⑧　その他特に指示するもの

　の当該課程を修了した者

⑥　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定 4 選考方法 書類審査（面接を行うことがある。）

　める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣

　が定める日以後に修了した者 5 納入金 聴　講　料

⑦　文部科学大臣の指定した者（昭和２８年２月７日文部省告示第５号） (１単位につき)

⑧　大学に３年以上在学し，又は外国において学校教育における１５年の課程を修了し，

　本大学院において，所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者

⑨　本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の 　　 ＊許可通知日から７日以内に納入してください。

　学力があると認めた者で２２歳に達したもの

【博士後期課程】 6 手続書類 ①　誓　約　書 （本大学院所定用紙）

①　修士の学位を有する者 ②　聴講登録票 （本大学院所定用紙）

②　外国において修士の学位に若しくは専門職学位に相当する学位を授与された者 ③　その他特に指示するもの

③　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位 　　 ＊納入金の納入後，書類をお渡しします。

若しくは専門職学位に相当する学位を授与された者

④　我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育 7 出願上の注意 ・　 出願，手続等の窓口は，本学学務部教務係です。

　制度において位置づけられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するもの ・　 聴講期間は，原則として１年です。

　の当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 ・　 聴講できる授業科目数は，１年間２科目以内です。

⑤　国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措 ・　 聴講生として許可されても，当該授業が開講されない場合は，履修の許可を

　置法（昭和51年法律第72号）第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合 　取り消すことになりますのでご了承ください。

　総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当す ・　 既納の納付金は，原則として返還できません。

　る学位を授与された者

⑥　文部科学大臣の指定した者（平成元年９月１日文部省告示第１１８号）

⑦　その他本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職

  学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で24歳に達した者

平成２３年度（２０１１年度）

 ノートルダム清心女子大学大学院　聴講生志願者案内

実験実習費

１０，０００円 実  費


